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二 財産分与による所有権移転に関す
る検討

１．前提の知識
財産分与による所有権移転登記

４行目

離婚の時から２年以内に、当
事者は家庭裁判所に対して、
協議に代わる処分を請求する
ことができる

離婚の時から５年以内に、当
事者は家庭裁判所に対して、
協議に代わる処分を請求する
ことができる
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